
基準器検査に係る手数料は、福岡県商工関係手数料条例により以下のとおり定められています。

手数料額

　１３，４００ 円

 ひょう量が 　　１ｋｇ 以下のもの ３，３５０ 円

 ひょう量が 　１０ｋｇ 以下のもの ５，３００ 円

 ひょう量が 　５０ｋｇ 以下のもの ７，８００ 円

 ひょう量が ２００ｋｇ 以下のもの １０，５００ 円

 ひょう量が ５００ｋｇ 以下のもの １４，０００ 円

 ひょう量が ５００ｋｇ を超えるもの
１４，０００円に５００ｋｇまでを増す毎
に６，９００円を加算した額とする

 表す質量が 　　５ｋｇ 以下のもの ４８０ 円

 表す質量が 　５０ｋｇ 以下のもの ６５０ 円

 表す質量が 　５０ｋｇ を超えるもの ７，１００ 円

 表す質量が 　　５ｋｇ 以下のもの ６４０ 円

 表す質量が 　５０ｋｇ 以下のもの ７８０ 円

 表す質量が 　５０ｋｇ を超えるもの ８，８００ 円

 表す質量が ２００ｇ 以下のもの ３，２００ 円

 表す質量が ２００ｇ を超えるもの ７，９００ 円

ひょう量が２トン以下であって目量又は感量
がひょう量の４,０００分の１以上のもの

４，９００ 円

ひょう量が２トン以下であって目量又は感量
がひょう量の４,０００分の１以上のもの

７，９００ 円

計量室における１周期の計量作用により計
ることができるガスの体積が２０リットル以下
のもの

１８，４００ 円

（１） 全量が０．２５㎥以下のもの （燃料油
メーター検査用に限る）

１３，６００ 円

（２） 全量が１㎥以下のもの （水道・温水メー
ター又は積算熱量計の検査用に限る）

３４，０００ 円

 基準直示天びん

 基準ガスメーター（湿式）

 基準タンク

（１）及び（２）のうち２以上のゲージグラスを有するものは、ゲージグラスが１増す毎
に（１）又は（２）の金額の５割増の額とする

 基準分銅

三級基準分銅

二級基準分銅

一級基準分銅

 基準手動天びん

基準器検査手数料

平成２６年４月１日より施行

基準器の種類

 タクシーメーター装置検査用基準器

 基準台手動はかり

ひょう量が５トン以下であって
目量又は感量がひょう量の２
万分の１以上のもの


